
別紙様式第13号（本局用）

近畿財務局決裁文書（甲）

行政文書 （大）平成28年度普通財鹿の亮払
保存期間 30年

ファイル名 （中)財産の処分（小)普通財産時価兜払決醗書
保存期間

満了日
2046年度末

機密性 （ 3 1 ）情報情報の格付け
D＝■■■■■■＝■■■■ｰｰーｰ＝＝■■一色

取扱制限

2 文書記号
番号

近財統一1第 号

至急

その他

（ ）

普通速達書留
簡易書留特定記録
親展使送
電気通信回線

（ ）

その他

（ ）

文審lj付受領IZII 平成 年 月 日照合 月 日 標
識
欄

発
送
稚
別

平成零年S月sソ日決裁日付発送 月 日

注意
事項

起案日付完結 平成28年5月31日月 日

担当管理官局長 主管課長 上席管理官 文書取扱

主任

起案者
一

（ ‘ ｝

、起案番号

第658号．

主管部長

供

覧‘簿
、（卜
億

匙
、
ゲ
Ｆ
１ 、
総務礫長総務礫長 課長補佐総務部長 総務部次長 文泌係長

公印押印済表示
電子署名付与済表示

合縦部裸

受値者 発信者

伺（ 学校法人森友学園 ） （近畿財務局長 ）

件名

予定価格の決定（売払価格）及び相手方への価格通知について
辱定
申請
回答

供覧
通達

依頼
進遠

報告
通知

照会

承認

下記国有地について、別紙のとおり予定価格を決定するとともに、決定した価格をもって下記相手方に

｡■Q■品C■■■'0■■●■

通知してよろしいか。

早甲甲｡■q■■Uq4eq町o■■p■■■●｡■いり■巾pce■4Fｳ444■早■?■■｡■■■■｡■4B凸毎凸◆◆q6dOp●deb■00｡■■■○P■同d●■､①旬pO■■や●■●DB凸■■■申､4■ BCD●｡●Q■◆●C､■■

記

e●●c■■巳■◆ﾜ■｡■●g■P■●■6F■■■●■■●缶C■●｡■■叩■｡｡｡■pp■｡●gp●｡｡①｡｡■■の9年早■｡■g■9｡｡●●●●●0■G0口GUGGa●｡■｡●B*■■色●GgGGq●■b■｡■UDb■●DB●G■■■9｡■■■●

(所 在 地） 豊中市野1週町1501番

▲■ ■■■早■早■｡B○eaeqg■｡■巳＆●■■p■｡■■0■巴■｡P●■町｡G①■●bUDB●■■令G①■｡①G､●■■●●①■●･●七℃■■令由■■■■■■■■■■合●■b■■●■●■■■凸凸■■●■■■●■■b●■■中■寺go｡eq■の○■●●

(区分・数鑓） 土地, 8, 770. 43nf

(売払予南相手方） 学校法人森友学刷《定期|叶地契約（平成27年5月）により本財産を貸付中》

Q凸ObD●■■■りむbe■◆●■■■■■凸■町b◆』■凸■b■■■■■巾■凸｡●七dbb凸■や■■Q巳甸qU竺些旦二且ﾆｰﾆﾆｰ ｰｰ0■DB●e●U●9005巾bOpbも心g■｡■●q◆凸●■－－ 争■■や◆gqO■p●令●00●｡①eGGpB●●eDGbg凸｡●●gbOﾕｰﾆﾆﾆﾆﾆ■凸七 △ _ﾆｰ ｰｰﾏ



ー

圧

調 書

1．事案の概要

大阪航空局より処分依頼を受けた下記2の財産については、学校法人森友学園（以

下、 「学園」という｡）から、私立小学校敷地として8年程度貸付けを受けた後に買受

けたいとの申し出を受けて、対応を検討した結果、本省理財局承認を得て、国有財産

近畿地方審議会の答申を得た上で、平成27年5月に学園と売払いを前提とした貸付

等契約（10年間の事業用定期借地契約及び売買予約契約）を行っている。

今般、学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受けたため、不動産鑑定士に売

払価格の鑑定評価を依頼し､鑑定結果について首席国有財産鑑定官の審査も了したた

め、本決議により予定価格の決定を行うと共に、学園に価格提示を行うものである。
○

2．財産の概要

所在地：

区分・数■：

沿 革：

豊中市野田町1501番

土地・8,770.43㎡

昭和53年11月15日売買により取得

(平成17年10月5日土地区画整理事業による換地処分）

自動車安全特別会計空港整備勘定

大阪航空局

平成27年5月29日 10年間の事業用定期借地契約締結

(平成28年6月8日同内容を学園と公正証書により取り交わし）

会計名：

処分依頼部局：

貸付契約日：

3．学園の事業計画

利用計画：

施設整備時期等：

私立小学校新設（学校名：瑞穂の國記念小學院）

平成27年5月～平成29年3月（校舎等建設）

平成29年4月開校予定

※貸付契約当初は平成28年4月開校予定としていたが、

工期の問題等から開校を1年延期した経緯がある(用途指

定の指定期日を1年延長） 。

○

4．貸付契約までの経緯

（1）本財産は、大阪航空局が、大阪国際空港周辺における航空機騒音対策の一環とし

て、建物等を移転補償した上で買収した財産であるが､騒音区域が縮小されたこと

により保有を続ける必要がなくなったため、平成25年4月30日付で大阪航空局が当

局に時価売払いによる処分依頼を提出。
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（2）当局が平成25年6月3日から公的取得要望を募ったところ、学園から小学校敷地と

しての取得要望が出されたが、学園は、校舎建設等必要な初期投資については自己

資金で賄うものの、土地購入資金までの捻出は困難と見込まれたことから、学校経

営が安定し、買受けが可能となる時期（貸付後8年後を目途）までは国有地を借り

受けて、その後に購入したいとして、近畿財務局及び大阪航空局に要請を行った。

(3)学園からの要請について、大阪航空局の考えを確認したところ、大阪航空局は、

至急に本財産を売払わなければならない状況にないため､一定期間貸付けた後に売

払うことで問題ないとの回答を得た。

また、本省理財局に相談したところ、財産を所管する大阪航空局も一定期間貸付

けた後の売払し《でも問題ないと回答していること、本事業計画は私立小学校の新設

であり、小学校経営という事業の公共性があることを踏まえると、学園の要請に応

じざるを得ないという結論となり、貸付けについて検討することとした。

○

（4）本省理財局とも調整の上、貸付後の借地権発生のリスクを回避し、借地期間内に

確実な売払いが担保できるよう以下の措置により処理することとした。

①事業用定期借地契約を締結

一定期間をもって確実に契約期間を終了させ、将来的な売払いを確実に担保す

る。事業用定期借地の設定期間は、借地借家法第23条により10年以上50年未

満と定められており､相手方計画の8年とすることはできないため､契約期間は、

事業用定期借地の最短期間である10年とする。

′

②売買予約契約を締結

事業用定期借地契約の締結のほか､確実に売払いを履行するための方策として、

あらかじめ売払い時期を定めた売買予約契約を貸付契約と同時に締結すること

により、事業用定期借地契約満了(10年後）までの売払いを約定させる。

○
（5）上記（4）による貸付処理は、特例的な内容となることから、平成13年3月30日

付財理第1308号『普通財産貸付事務処理要領」貸付通達記の第1節の第11の1に

基づく理財局長の承認を得て処理を行うこととし、平成27年4月30日付財理第2109

号『普通財産の貸付けに係る特例処理について」により理財局長承認を得ている。

（6）本件売払いを前提とした貸付けについては､平成27年2月10日開催の国有財産

近畿地方審繊会に諮問の上、処理適当の答申を受けている。

（7）これらの手続きを踏まえて、平成27年5月29日に学園と国有財産有償貸付契約

（事業用定期借地契約）及び国有財産売買予約契約を締結。定期借地契約は公正証

書による取り交わしが必要となるため、平成28年6月8日に学園と国有財産有償

貸付契約の内容を公正証書によりと取り交わした。
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5．本件売払いについて

（1）大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートガラ等

の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資

料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。

学園が校舎建設工事に着手したところ、平成28年3月に国から事前に交付され

た資料では想定し得ないレベルの生活ゴミ等の地下埋設物が発見された。

（2）学園の代理人弁護士からは、本地は小学校を運営するという目的を達成できない

土地であるとして､小学校建設の工期が遅延しないよう国による即座のゴミ撤去が

要請されたが､大阪航空局は予算が確保できていない等の理由から即座の対応は困

難である旨を学園に回答した。

○
（3）これを受けて学園の代理人弁護士から、本来ば国に対して損害賠償請求を行うべ

きものと考えているが､現実的な問題解決策として早期の土地買受けによる処理案

が提案された。具体的には、国が本地の現状を踏まえた鑑定評価による売払価格を

示し、学園は、その金額が納得できれば本地に関する今後の損害賠償等を行わない

とする条件で売買契約を締結するという提案であった。

（4）当局と大阪航空局で対応を検討した結果、学園の提案に応じなかった場合、損害

賠償に発展すると共に小学校建設の中止による社会問題を惹起する可能性もある

ため、処理方針を検討した結果、売払いによる問題解決を目指すこととしたもので

ある。

6．予定価格の決定について

（1）今回の鑑定評価に当たっては、大阪航空局から、地下埋設物撤去概算額等を反映

願いたいとする依頼文書「不動産鑑定評価について（依頼） 」 （平成28年4月14日

付阪空補第17号：別添参照）の提出を受けており、大阪航空局からの依頼に基づき

本地の現状を踏まえた評価を行うものとした。

○

（2）これを踏まえて、平成28年4月旧を価格時点として平成28年4月15日近財統-1第

442号により不動産鑑定士に鑑定評価の発注を行った｡不動産鑑定士には上記（1）

航空局依頼文書を交付した上で評価依頼を行っている。

(S)不動産鑑定士から別添不動産鑑定評価書の提出を受けて、別添審査調書のとおり

当局首席国有財産鑑定官の審査も了したため､本決議により予定価格を決定するも

のである。
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7．価格提示について

公共随意契約を行う場合の相手方に対する価格通知の取扱いについては､各財務局

様々であるが､近畿財務局は価格を通知せずに相手方と見積り合わせを行っていると

ころ。

本件は通常の売払いではなく、定期借地による貸付契約中の財産について、売買予

約契約を締結して貸付期間中に売払う予定のものであることから､関東財務局等が採

用している方法を参考に、口頭により相手方に価格を通知するものとする。

8．その他参考事項

（1）売買契約書について

学園の代理人弁護士が提案する今後の損害賠償等は行わないとする旨を売買契

約書に盛り込むことについては､今回の売買契約書に特約条項を定めて整理する予

定であり、現在、当局統括法務監査官（所属法曹有資格者）の指導を踏まえて学園

と契約書式についての協議を続けているところ。

○

いI 鱈､と学園とで 国式の 《で ことを前提条件として行う

ものである（売払決議は別途処理予定 。

（2）貸付契約及び売買予約契約の合意解除について

上記4のとおり、本件は平成27年5月に国有財産有償貸付契約及び国有財産売

買予約契約を締結しているため、今回、売買契約を行う際にはこれらの書面との関

係を整理する必要がある。

当局統括法務監査官（所属法曹有資格者）に確認したところ、 「今回予定してい

る売買契約は､締結済の売買予約契約で定めた売買契約書に新たな特約条項を加え

る内容となるため、売買予約の予約完結権行使ではなく、今回新たな売買契約を締

結すると整理するべき｡」との指導があった。そのため、今回の売買契約書には、

締結済の国有財産有償貸付契約及び国有財産売買予約契約を合意解除する旨の特

約条項の付加を予定している。

○
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平成28年ゞf月j/日

近畿財務局管財部次長 稲見寿夫 ‘④


